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純資産総額（億円、右軸）
税引前分配⾦再投資基準価額（円、左軸）
基準価額（円、左軸）

フランクリン･テンプルトン･ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） 
追加型投信／海外／債券 設定日︓2014年2月28日 
 

 
 

基準価額 
9,263円 

 

純資産総額 
23.82億円 

 

 基準価額・純資産総額の推移 
 

 

・グラフは過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。 
・基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後のものです。 
・信託報酬率は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。 
・税引前分配⾦再投資基準価額は、税引前分配⾦を再投資したものとして計算しています。 

 
 

騰落率（税引前分配⾦再投資）  
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 
2.03% 3.23% 6.83% 10.50% 21.96% 36.15% 

 ・騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 
 
 

最近の分配実績（1万口当たり、税引前） 
 

決算月 2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 設定来 
分配⾦ 15円 15円 15円 15円 15円 15円 3,460円 

 ・運⽤状況によっては、分配⾦額が変わる場合、あるいは分配⾦が⽀払われない場合があります。 
 
 

基準価額の変動要因 
 

 2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 設定来 
債券損益 88円 97円 41円 -86円 -71円 -45円 -378円 
利⼦収⼊ 25円 27円 27円 24円 29円 27円 4,149円 

為替要因等 -170円 -48円 249円 117円 116円 213円 489円 
その他 -10円 -11円 -11円 -10円 -12円 -12円 -1,537円 
分配⾦ -15円 -15円 -15円 -15円 -15円 -15円 -3,460円 
合計 -82円 50円 291円 29円 47円 169円 -737円 

 ・各項目は概算値です。円未満は四捨五⼊しているため、合計が一致しない場合があります。  
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フランクリン･テンプルトン･ニュージーランド債券ファンド（年2回決算型） 
追加型投信／海外／債券 設定日︓2014年2月28日 
 

 
 

基準価額 
13,617円 

 

純資産総額 
6.40億円 

 

 基準価額・純資産総額の推移 
 

 

・グラフは過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。 
・基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後のものです。 
・信託報酬率は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。 
・税引前分配⾦再投資基準価額は、税引前分配⾦を再投資したものとして計算しています。 

 
 

騰落率（税引前分配⾦再投資）  
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 
2.04% 3.25% 6.85% 10.55% 22.01% 36.17% 

 ・騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 
 
 

最近の分配実績（1万口当たり、税引前） 
 

決算月 2023/2 2023/8 2024/2 2024/8 2025/2 2025/8 設定来 
分配⾦ 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 

 ・運⽤状況によっては、分配⾦額が変わる場合、あるいは分配⾦が⽀払われない場合があります。 
 
 

基準価額の変動要因 
 

 2025/8 2025/9 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 設定来 
債券損益 129円 142円 60円 -127円 -105円 -67円 -625円 
利⼦収⼊ 36円 40円 39円 35円 42円 41円 5,119円 

為替要因等 -248円 -70円 365円 172円 171円 315円 1,058円 
その他 -15円 -17円 -16円 -15円 -17円 -17円 -1,935円 
分配⾦ 0円 - - - - - 0円 
合計 -98円 95円 448円 65円 91円 272円 3,617円 

 ・各項目は概算値です。円未満は四捨五⼊しているため、合計が一致しない場合があります。 
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フランクリン･テンプルトン･ニュージーランド債券マザーファンドの資産状況 
 
 

資産構成⽐率  
債券 101.7% 

現⾦等 -1.7% 
 
 

 
種別構成⽐率  
国債 41.8% 

社債 36.1% 

国際機関債等 10.5% 

地方債等 13.4% 

現⾦等 -1.7% 

ポートフォリオの特性値  
平均格付 AA 

デュレーション 5.4年 

利回り 4.2% 

銘柄数 58 
 
 

 
格付別構成⽐率  
AAA 58.3% 

AA 20.9% 

A 11.5% 

BBB 9.4% 
 組⼊有価証券を対象として算出しています。 

 
 

組⼊上位10銘柄 
 

 銘柄名 クーポン 償還年月 種別 格付 利回り 組⼊⽐率 

1 ニュージーランド国債 1.500% 2031年5月 国債 AAA 4.1% 6.1% 

2 ニュージーランド国債 4.250% 2036年5月 国債 AAA 4.6% 6.0% 

3 ニュージーランド国債 2.000% 2032年5月 国債 AAA 4.2% 4.8% 

4 ニュージーランド国債 3.500% 2033年4月 国債 AAA 4.3% 4.7% 

5 ニュージーランド国債 4.250% 2034年5月 国債 AAA 4.5% 4.5% 

6 ニュージーランド地方自治体 資⾦調達機関 3.500% 2033年4月 地方債等 AAA 4.6% 4.3% 

7 ニュージーランド国債 2.750% 2037年4月 国債 AAA 4.7% 4.2% 

8 ニュージーランド国債 4.500% 2035年5月 国債 AAA 4.6% 3.9% 

9 ニュージーランド住宅公社 1.534% 2035年9月 国際機関債等 AAA 4.9% 3.2% 

10 ニュージーランド銀⾏ 5.872% 2028年9月 社債 AA- 3.8% 2.9% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 
・構成⽐率の合計は四捨五⼊の影響により100.0にならない場合があります。 
・⽐率は注釈がある場合を除き純資産総額に対する割合です。 
・平均格付とは、基準日時点で投資信託財産が保有している有価証券に係る信⽤格付を加重平均したものであり、当該投資信託受益

証券に係る信⽤格付ではありません。 
・格付別構成⽐率および組⼊上位10銘柄の格付は、S&P、ムーディーズ、及びフィッチ・レーティングスにより付与されたうちの最

上位を採⽤しています。 
・ポートフォリオの特性値における利回りは、期限前償還などの影響を調整した保有銘柄の利回りを加重平均したものです。また、

当ファンドの運⽤利回り（運⽤成果）を示すものではありません。 
・組⼊上位10銘柄は銘柄の一部をご紹介するものであり、個別銘柄の取引の推奨等を目的としたものではありません。 
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市場動向とファンドの運⽤概況 
 

 

（出所）ブルームバーグ （出所）三菱UFJ銀⾏が当日10:00に公表するニュー
ジーランドドル/円為替レート(仲値) 

 
ニュージーランド債券市場 
 
当月のニュージーランド債券市場では、利回りが上昇（価格は下落）しました。上旬は、⽶国で社債の起債ラッシュを
控え⽶国債券利回りが上昇するなか、ニュージーランドの利回りも上昇しました。中旬は、ニュージーランドの製造業
購買担当者景気指数（PMI）が市場予想を上回り、4年ぶりの⾼⽔準となったことなどが、利回りの上昇要因となりま
した。下旬は、ニュージーランドの消費者物価指数（CPI）の上昇率の伸びが加速し、ニュージーランド準備銀⾏
（RBNZ）のターゲットの上限を上回ったことから、RBNZの利上げ期待が⾼まったため、利回りは上昇しました。 
社債セクターについては、社債利回りは上昇（社債価格は下落）しました。 
 
為替市場 
 
当月のニュージーランドドル（NZドル）・円相場は、NZドル⾼・円安となりました。上旬は、閑散とした年始の相場
が続くなかで、NZドル・円相場は動意に乏しい展開となりました。中旬は、⾼市首相が月内にも衆議院を解散すると
の⾒方が浮上したことから、一段の財政出動による財政悪化が嫌気されたため、NZドル⾼・円安が優勢となりました。
一方、トランプ⽶⼤統領がグリーンランド問題を巡り欧州8カ国に関税を課す方針を示したことを受けて投資家のリス
ク許容度が低下する局⾯では、安全通貨として円の需要が⾼まったため、NZドル安・円⾼が進みました。下旬は、
ニュージーランドのインフレ率の⾼まりを背景にRBNZの利上げ観測が⾼まったことから、NZドル⾼・円安が優勢と
なりました。また、トランプ⽶⼤統領がグリーンランドを巡る関税提案を撤回し、武⼒⾏使の可能性を否定したことも、
NZドル⾼・円安の要因となりました。一方、日⽶当局が為替介⼊を前提にレートの提示を求める「レートチェック」
を実施したのではないかとの観測が⾼まった局⾯では、円が対⽶ドルで急伸したため、対NZドルでも円⾼が進みまし
た。 
 
運⽤概況とポートフォリオ戦略 
 
ポートフォリオの運⽤に当たっては慎重な運⽤方針で臨みました。資産配分については、NZドル建ての国債、地方債、
国際機関債、社債等を中⼼に投資し、⾦融債などの社債を厚めとしました。 
公社債利⾦を⼿堅く確保したほか、NZドル・円相場でNZドル⾼・円安が進⾏したことを受けて、為替損益がプラスと
なったことから、基準価額（分配⾦控除前）は前月末に⽐べ上昇しました。一方、公社債損益はマイナスとなりました。 
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 ※詳しくは最新の交付目論⾒書をご覧ください 
 

ファンドの特色 
 
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）は、以降＜毎月分配型＞と表記します。 
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型）は、以降＜年2回決算型＞と表記します。 
 
・フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがありま

す。）を通じて、主としてニュージーランド・ドル建ての国債、州政府債、地方債、国際機関債、社債等を中⼼に投
資を⾏います。 

・取得時において、原則として1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ－／Ｂａａ３以上）の格付けが付与された、
またはこれに相当する信⽤⼒をもつと運⽤者が判断する公社債に投資します。 

・原則として、外貨建資産の為替ヘッジを⾏いません。 
＜毎月分配型＞ 
・毎決算時（毎月15日、休業日の場合は翌営業日）に分配方針に基づき収益を分配します。 
＜年２回決算型＞ 
・毎決算時（毎年2月15日および8月15日、休業日の場合は翌営業日）に分配方針に基づき収益を分配します。 

 
投資リスク 
  
＜基準価額の変動要因＞ 
 
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を⾏いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投
資を⾏いますので、為替の変動による影響を受けます。 
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
投資信託は預貯⾦と異なります。 
 
為替変動リスク（円⾼になると、基準価額が下がるリスク） 
一般的に外国為替相場が円⾼となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損（円換算した評価額が減少す
ること）が発⽣することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。 
 
⾦利変動リスク（⾦利が上がると、基準価額が下がるリスク） 
一般的に債券の価格は、⾦利が上昇した場合には下落し、⾦利が低下した場合には上昇します。投資対象とする国・地
域の⾦利が上昇し、保有する債券の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むこと
があります。 
 
信⽤リスク（信⽤・格付が下がると、基準価額が下がるリスク） 
一般的に公社債、コマーシャル・ペーパーおよび短期⾦融商品のデフォルト（元利⾦⽀払いの不履⾏または遅延）、発
⾏会社の倒産や財務状況の悪化およびこれらに関する外部評価の変化等があった場合には、当ファンドの基準価額が下
落し投資元本を割り込むことがあります。 
 
（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 
 
＜その他の留意事項＞ 
 
・当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運⽤を⾏うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによ

る追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が⾏われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあり
ます。 

・当ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。 
・当ファンドは、⼤量の解約が発⽣し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が⽣じた場合や主たる取引市場において市場

環境が急変した場合等に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、
取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換⾦の申込
みの受付けが中止となる可能性、換⾦代⾦の⽀払いが遅延する可能性があります。 

・その他重要な事項に関しては、投資信託説明書（交付目論⾒書）に詳しく記載されていますので、よくお読みください。 
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 ※詳しくは最新の交付目論⾒書をご覧ください 
 

お申込みメモ 
 
購⼊単位 

 
販売会社が定める単位 

 
購⼊価額 

 
購⼊申込受付日の翌営業日の基準価額 

 
換⾦単位 

 
販売会社が定める単位 

 
換⾦価額 

 
換⾦申込受付日の翌営業日の基準価額 

 
換⾦代⾦ 

 
換⾦申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお⽀払いします。 

 
申込締切時間 
 

 
原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

 
購⼊・換⾦の 
申込受付不可日 

 
メルボルン、オークランドまたはウェリントンの銀⾏休業日の場合には、購⼊・換⾦申込は受
付けません。 

 
信託期間 

 
無期限（2014年２月28日設定） 

 
決算日 
 

 
＜毎月分配型＞  毎月15日（休業日の場合は翌営業日） 
＜年２回決算型＞ 毎年２月15日および８月15日（休業日の場合は翌営業日） 

 
収益分配 

 
毎決算時に、分配方針に基づき分配を⾏います。 

 
課税関係 
 

 
課税上は株式投資信託として取扱われます。 
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適⽤
対象となります。 
＜毎月分配型＞は、NISAの対象ではありません。 
＜年２回決算型＞は、NISAの「成⻑投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。 
詳しくは販売会社にお問い合わせください。 
配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。 
※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。 

 
 

ファンドの費⽤ 
投資者が直接的に負担する費⽤ 
  
購⼊時⼿数料 
 

 
申込⾦額（購⼊申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、 
3.85％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 

 
信託財産留保額 

 
ありません。 

 
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤ 
  
運⽤管理費⽤（信託報酬） 
 

 
純資産総額に対し年率1.43％（税抜1.30％） 
※運⽤管理費⽤（信託報酬）は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。 

なお、信託財産からは毎決算時または償還時に⽀払われます。 
 
その他の費⽤・⼿数料 
 

 
売買委託⼿数料、保管費⽤、信託事務の処理に要する諸費⽤、信託財産に関する租税等 

原則として発⽣時に、実費が信託財産から⽀払われます。 
その他諸費⽤（監査費⽤、印刷等費⽤、受益権の管理事務費⽤等。） 

日々の純資産総額に年率0.05％を乗じて得た⾦額を上限として委託会社が算出する⾦額が毎
日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に⽀払
われます。 

※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。 

 
※投資者の皆さまにご負担いただく⼿数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

ることができません。 
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委託会社およびその他の関係法人 
委託会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第417号
加⼊協会︓一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会 
https://www.franklintempleton.co.jp 
(03)5219-5940 （受付時間 営業日の午前9時〜午後5時）

投資顧問会社 ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッド（在オーストラリア）

受託会社 三菱UFJ信託銀⾏株式会社 

取扱販売会社の照会先 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

販売会社 ＜毎月分配型＞ 当資料作成時点の予定を含みます。 

販売会社名 登録番号 
日本 

証券業 
協会 

一般社団法人 
日本投資 

顧問業協会 

一般社団法人 
⾦融先物 

取引業協会 

一般社団法人 
第⼆種⾦融商品 

取引業協会 

株式会社あいち銀⾏ * 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○ ○ 
株式会社イオン銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
マネックス証券株式会社）

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○

株式会社SBI新⽣銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
 株式会社SBI証券、 
マネックス証券株式会社）

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○ 

株式会社SBI証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○ 
株式会社⿅児島銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第2号 ○ 
九州ＦＧ証券株式会社 * ⾦融商品取引業者 九州財務局⻑（⾦商）第18号 ○ 
株式会社熊本銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第6号 ○ 
株式会社⼗⼋親和銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号 ○
ソニー銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第578号 ○ ○ ○ 
株式会社千葉銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第39号 ○ ○ 
株式会社栃⽊銀⾏ * 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第57号 ○ 
株式会社⻑崎銀⾏ * 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第11号 ○
株式会社⻄日本シティ銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第6号 ○ ○ 
株式会社福岡銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号 ○ ○ 
株式会社北海道銀⾏ * 登録⾦融機関 北海道財務局⻑（登⾦）第1号 ○ ○ 
松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○ ○ 
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○ 
三菱ＵＦＪモルガン・ 
スタンレー証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2336号 ○ ○ ○ ○ 
⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○ 
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○ 
*定時定額購⼊を除き新規の募集を停止しております。
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販売会社 ＜年2回決算型＞ 当資料作成時点の予定を含みます。 

販売会社名  登録番号 
日本 

証券業 
協会 

一般社団法人 
日本投資 

顧問業協会 

一般社団法人 
⾦融先物 

取引業協会 

一般社団法人 
第⼆種⾦融商品 

取引業協会 
株式会社あいち銀⾏ * 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○  ○  
株式会社イオン銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
 マネックス証券株式会社） 

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○    

株式会社SBI新⽣銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
 株式会社SBI証券、 
 マネックス証券株式会社） 

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○  ○  

株式会社SBI証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○  ○ ○ 
株式会社熊本銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第6号 ○    
株式会社⼗⼋親和銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号 ○    
ソニー銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第578号 ○  ○ ○ 
株式会社千葉銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第39号 ○  ○  
株式会社栃⽊銀⾏ * 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第57号 ○    
株式会社⻄日本シティ銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第6号 ○  ○  
株式会社福岡銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号 ○  ○  
株式会社北海道銀⾏ * 登録⾦融機関 北海道財務局⻑（登⾦）第1号 ○  ○  
松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○  ○  
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○ 
三菱UFJ eスマート証券 
株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○ ○ 
三菱ＵＦＪモルガン・ 
スタンレー証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2336号 ○ ○ ○ ○ 
⽔⼾証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第181号 ○ ○   
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○ 
*定時定額購⼊を除き新規の募集を停止しております。 
 
 
 
本資料をご覧いただく上でのご留意事項 
 
・当資料は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（以下「当社」）が作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づ

く開示書類ではありません。 
・当資料は、当社が信頼性が⾼いと判断した各種データ等に基づいて作成したものですが、その完全性、正確性を保証するものでは

ありません。 
・当資料に記載されたグラフやデータ等は、過去の実績または予測であり、将来の運⽤成果・市場変動等を示唆あるいは保証するも

のではありません。運⽤実績等は税引前のものです。 
・当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 
・投資信託は値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますので、組⼊証券の価格の下落や、組⼊証券の発

⾏者の信⽤状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されてい
るものではなく、投資元本を割り込むことがあります。 

・投資信託は預⾦等や保険契約と異なり、預⾦保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外で投資信
託をご購⼊された場合は、投資者保護基⾦の⽀払いの対象にはなりません。 

・投資信託は、⾦融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。 
・投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）をお渡しいたしますので、必ず内容

を⼗分ご確認のうえご自⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）は、取扱販売会社にご請求ください。 
・当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他一切の権利は、その発⾏者に帰属します。 
・当資料は当社の許可なく複製・転⽤することはできません。 
 
 


